
【スライド1】
このたび多額の研究

助成をいただいたこと、
また、このような発表
の機会をいただいたこ
とに、発表の前に深謝
したいと思います。

【スライド2】
本研究の背景です。
在宅の看取りでは多

職種連携が重要です。
多職種連携の調整のた
めには、連携教育…IP
と呼ばれるもの、また
その中においても事例
検討会が有効であると
いう報告があります。
わが国では、「ケア・カ
フェ」とか「見える事
例検討会」といったも
のが有名なのですが、
それらの現場レベル、
また全国への普及とい
うのが、いまだ課題と
なっております。

また、検討会自体は開催されているのですけれど、そのディスカッションの中身、特に
学びの機会となる職種間の意見の相違（コンフリクト）については、ほとんど調査がされ
ていません。

そこで今回、在宅の看取りに関する多職種および多機関参加型倫理事例検討会を試作し、
それを用いて職種間の意識や態度の相違を明らかにしました。
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【スライド3】
検討会に用いられた

事例ですが、ワーキン
ググループおよび先行
研究、また、名古屋市
で行われている事例検
討の題材をもとに、こ
の3題を挙げました。

課 題 1 が 入 院 拒 否。
頑なに入院を拒んでい
たが、最期は本人の意
思に反して病院で看取
られた高齢男性。この
方は、再三の入院の勧めを拒否されて、最期は奥さまが頑張って看取ろうとしたのですが、
慌てて訪問看護に連絡をして、急遽搬送された。

課題2は消極的安楽死ということで、ご本人さまが「草木が枯れるように逝きたい」と常々
言っておられたということで、唯一の身寄りのお嫁さんと医師が相談をして、食欲低下の
精査はほとんどせず、「本人も嫌がるでしょうから」ということで、在宅で水分のみの点滴
で看取った。

また、課題3については、末期の心不全ということで、リビングウイルがちゃんと取ら
れていたのですけれども、デイサービスの職員が急変時に慌てて心肺蘇生を施したという
事例です。

【スライド4】
検討会は、平成28年

2月から7月にかけて、
スライドの都市で実施
しました。これは便宜
的サンプリングと言い
まして、ただ私の知り
合いがいたということ
です。

1 回 90 分 の 検 討 で、
延べ138人の参加を得
ました。

各検討会では多職種・
多施設になるように、6人から8人のグループで行いました。

会議の進行自体はブレーンストーミングの方法を用いました。
分析は、KJ法の一部分およびJonsenらの臨床倫理の四分割表を用いました。
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【スライド5】
一つ一つ、倫理の四

分割表の項目で説明し
ます。

まず課題1について
は、医師 - 患者・家族
関係が重要であるが、
このケースでは医師の
存在が見えなかった。
また、急変時に備えて
関係者間でシミュレー
シ ョ ン し て お く と 良
かったといった看護師
の意見。

課題2については、苦痛ない自然死だったので良い死だったと思う。
課題3については、いつ急変があってもおかしくない状態だったので、関係者間の打ち

合わせをしておくべきだった。また、予後予測は医師でも難しいので、介護職員には不可
能であっただろう、といった看護師の意見がありました。

【スライド6】
次に患者の意向につ

いてです。
課題1については現

実的で臨機応変なACP
が必要であったといっ
た医師の意見や、患者
が自分の病状や起こり
得ることを本当に理解
できるかは懐疑的であ
るという介護職員の意
見。

課 題 2 に つ い て は、
認知症により患者が正しい意思決定ができなかった可能性があるといった医師の意見や、
もっと積極的にACPの文書化やモニタリングに関わるべきであったという医療・介護関係
の多職種の意見がありました。

課題3については、介護職員は本人の意思に反して心肺蘇生を実施すべきではなかった
といった意見も、医師から見られました。

【スライド7】
三つ目のQOLです。
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課 題 1 に つ い て は、
看取りの良し悪しは『ど
こで』よりも『どのよ
うに』亡くなったかだ
と思うという医師の意
見。

課 題 2 に つ い て は、
食事は患者のQOLに直
結するので、嚥下障害
や消化器系障害で食べ
られない場合を除いて、
できるだけ経口摂取を
進めるべきであるといった看護師の意見。また、患者のQOLを考える上で、もっと生活環
境に関する情報が欲しいといったこともありました。

課題3については、デイサービスでくつろげたということで、ある意味良かったのでは
ないかといった介護職員の意見がありました。

【スライド8】
最後に周囲の状況で

す。
課 題 1 に つ い て は、

患者の入院拒否の意思
は明らかであったので
在宅ケアチームは家族
を支えて在宅の看取り
を実現する必要があっ
たといった意見や、ど
うして病院に連れてい
かないのかと親戚から
責められることを危惧
した可能性もあるといった看護師の意見がありました。

課題2については、世の中で自然死が肯定的に捉えられるようになってきたため、自然
死を選択することの苦痛は以前より減っているのではないだろうかといった医師の意見。
また、姪は実の娘ではないので介護に対する責任感はさほど強くなく、姪はやれるだけの
ことはやったと感じているだろう、と。

課題3については、患者は急変が予想されていたので、もっと急変時対応について準備
しておくべきだったという医師の意見や、DNARの希望を介護記録にも残しておけば倫理
的・法律的ジレンマの軽減につながったのではないかという看護師の意見等がありました。
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【スライド9】
こちらは、英語で恐

縮なのですが、全ての
意見をケースごとに、
また、倫理の四分割表
で、横軸は医師、看護
師、その他と分けて、
KJ法によって抽出され
たテーマを記載してい
ます。

まとめを左側に書き
ました。

課題1と3では、医学
的適応のカテゴリーに対する発言は、医師、看護師。周囲の状況に関する発言は、看護師、
介護職が述べておりました。

課題1と2では、目立った職種間のコンフリクトは見られませんでしたが、課題3では、
医師が突然死は予想できたと言っておりました。

また、課題3では、医師はこのケースはDNARオーダーを無視するものであったとする
一方、看護師・介護職は訴訟になることを心配していました。

【スライド10】
考察です。
本研究は在宅看取り

の事例検討会の内容を
検討した初めての研究
です。

短時間で、日本老年
医学会が示す倫理的諸
問題は幅広く議論がな
されていました。しか
し、QOLについては議
論が深まりませんでし
た。それは、まずQOL
というのは専門職の間でも実はよく分かっていないということでありまして、もっと事前
にQOLに関する…すなわち生活に関する情報も提示しておくべきだったと考えました。

エイジズムについても再認識ができました。すなわち、年齢を理由に精査をせずに自然
死を選択するといったことです。

また、ACPというのは、医師・看護師だけではなく、昨今、介護・福祉職がその役割を
担うのが望ましいのではないかという意見が出てきておりまして、そういった意味でも、
今回、幅広くいろいろな職種に議論していただけたことは有意義であったと考えます。
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【スライド11】
医師は看取りにおけ

る家族や遺族のケアの
重要性を再認識する機
会となったということ
ですが、医師は入学時
は患者・家族に対して
共感する姿勢は比較的
持っているらしいので
すが、6 年間の医学教
育の過程でだんだん共
感する姿勢がなくなっ
ていくというデータが
ございます。逆に看護師・介護職は、共感の姿勢に対してトレーニングを受けているとい
うことで、医師にとっては非常にいい勉強の機会になっているのではないかと考えまし
た。

また、介護施設においては、まだまだ看取りの準備は十分にできていないという報告が
数多くありますので、本事例検討でも、事前に準備していく必要性というのを彼らが認識
しておりました。

【スライド12】
訴訟リスクについて

ですけれども、心肺蘇
生をしなければ遺族か
ら訴えられる危険性が
ある一方で、心肺蘇生
を希望していないのに
病 院 に 運 ぶ と 今 度 は
QOLが損なわれる危険
性もはらんでいるとい
う、非常に難しい問題
でした。

今回の研究でコンフ
リクトが見られなかったのは、職種を混ぜてしまったことによって、伝統的な医師を頂点
とするヒエラルキーが自由な発言を妨げた可能性があり、また、進行にブレーンストーミ
ングを用いたことが、少し問題の特定を困難にさせた可能性があります。

弁護士やソーシャルワーカーの参加も呼びかけましたが、分析するほど集まりませんで
した。
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【スライド13】
結論は以上です。

質疑応答

会場：　私はビジネススクールに勤めているのですが、ビジネススクールはケースメソッ
ドという形で、この手の教育をリアルに近い形でやろうとしています。このご研
究も何か似たような形の教育メソッドというようにしたほうが、はるかに影響力
が出て来そうな気がするのですが。コメントとしての質問になりますが、いかが
でしょうか。

平川：　ありがとうございます。なかなか質問に対する答えにはなっているかどうか分か
らないのですが、これだけ短くしたのは、実は6時以降にしか参加できない…普
通の忙しい中でやるのは難しくて、完全に論点を絞るためにギュッと短くしてい
るということがあります。そして、本当は研究でしたら、医師グループ、看護師
グループ、介護職グループという形でやるのがよろしいと思うのですけれど、今、
先生がおっしゃったように、どちらかというと教育的な場でもあったので、多職
種を混ぜてしまったということもあります。
ただ、励ましの言葉と受け取ってよろしいのか分かりませんが、私も教育学をやっ
ているので、ぜひ教育的な効果も考えていきたいと思います。ありがとうござい
ます。

会場：　私は医師なのですが、多職種カンファレンスなどにこの四分割表を用いたりしま
す。やはりQOLのところが一番難しいと思うのですが、何となく方向性として、
左上の医学情報と右上の患者の意向と右下の周囲の状況をまとめて、最後QOLに
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ついてみんなで話し合うというような使い方をしています。先生のやり方では、
その4つは全部別々に考えて、最終的にどういうところにゴール地点を持ってい
くような形だったのでしょうか。

平川：　貴重なご指摘ありがとうございます。私も時々順番には迷うところではあるので
すが、先生がおっしゃるとおりで、最後にQOLを検討するとよろしいかと思いま
す。しかし今回に限って言いますと、倫理的なジレンマが生じた部分にフォーカ
スを当てました。その方のQOLを検討するというよりは、やはり倫理的なジレン
マが在宅の看取りの一番のコアの部分になると思うので、そこに敢えて焦点を当
てた題材になっていますので、逆に結果的にQOLの部分を入れ忘れたというか、
もうちょっとその方の背景を分かるようにすると良かったかなということです。
おっしゃるとおりだと思います。

座長：　最初に質問された方が、教育メソッドにされたほうがいいというのは、これは具
体的に言うと、メンバーを変えたほうがいいとか、そこまで踏み込まれた発言で
はないのでしょうか。

会場（最初の質問者）：医療の分野でも、ケースメソッドというのが非常に盛んになってい
るとお伺いしているのですが、この手のことで解決ソリューションを求めるとき
に、ディスカッションベースで意見の違いというものを確認しながら深めていく
という教育方法があるかと思います。それを意識的に教育の中に織り込むと、大
変に効果的ではないかという前提で質問を申し上げました。

座長：　分かりました。私がなぜそういうことを伺ったかというと、伝統的なヒエラルキー
で、要するに医者がいると、福祉とかそういう関係の方が意見をあまり言わない
ということもあるためです。そういう点でメンバーを少し考えるような工夫はど
うでしょうか。
例えば、私はこの中で一番要らないのは医者だと思うのです。つまり、医者とい
うのは、倫理的な課題とか医学的な課題に非常に強いのですけれども、こういう
場で必要なのは、現場体験です。むしろ外すとしたら医者を外してしまったほう
がいいくらいだと思っています。先生のご意見は。

平川：　おっしゃるとおりで、実は各職種の意見を聞くと、ほとんど9割方が「先生がおっ
しゃったとおり」という枕言葉が出ての意見なのです。

座長：　だから、余計ということになる。

平川：　実は私が今やっていることは、医師にオブザーバーとして端っこに外れてもらっ
て、最後に意見をいただくということです。
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座長：　一言ですね。

平川：　一言ありがたい意見をいただくというスタイルだと、皆さんちょっと喜んで参加
していただいている感じはします。

座長：　それは素晴らしい結論になったと思います。（笑）
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